
平成 24 年 3 月  

明石市長 様  

市民後見人の連帯及び支援依頼  

１ 趣旨  
  特定非営利活動法人市民後見ひょうご（以下「当法人」という。）は、高齢

者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けることができるように、市民の

立場で、市民後見人の養成、成年後見制度の普及及び成年後見の利用支援等

を行っています。明石市におかれましても、兵庫県社会福祉協議会により養

成された市民後見人に対する支援等を行われていると存じます。市民後見人

が地域において、一人ひとりの後見活動では限界もあり、モティベーション

の維持にもご苦労されているのではないかと推察いたします。そこで、当法

人は、明石市の市民後見人と当法人の会員が連携し、フォローアップ研修、

成年後見等開始申立の支援及び市民後見人の受任等に関する活動について協

働することを提案いたします。また、明石市内で NPO 法人を設立する場合の

支援をいたします。  
 
２ 研修項目  

①  成年後見制度に関する事項  
②  成年後見開始の申立に関する事項  
③  成年後見人の活動  
④  困難事例等  

 
３ 研修拠点  

①  兵庫県ボランティアプラザ  
②  明石市市内の公共施設の会議室  
③  その他の施設  

 
４ 活動経費  

会員等の参加費、各種団体の助成、寄付金等  
 
５ 効果  

①  市民後見にとしてのスキルアップ及びモティベーション維持  
②  市民後見人としての活動における透明性の確保  
③  神戸家庭裁判所における信頼性の獲得  
④  明石市地域で活動が発展するとＮＰＯ法人等を設立することとし、その法

人による法人後見が期待できる。  
 
６ 明石市の協力  
  国は、平成 23 年度から市民後見人の養成事業を開始し、その展開を全国的

に広めようとしています。そこで明石市におかれましても市民後見人養成事

業の展開を促進するとともに、養成研修を終了された市民後見人のバックア

ップ体制の整備をお願いいたします。その一環として、市民後見人による自

主的な組織結成への支援とともに、その組織の活動に必要な拠点の確保等を

お願いいたします。  
特定非営利活動法人 市民後見ひょうご  


